
 上山市告示第３７号 

上山市中小企業人材養成事業補助金交付要綱を次のように定める。 

   平成６年５月２４日 

 改正 

平成１８年２月２７日告示第１１号 

平成２７年５月１２日告示第１０７号 

平成２８年３月２８日告示第６３号 

平成２９年３月３１日告示第５３号 

平成３０年３月２９日告示第４７号 

令和２年３月３０日告示第６４号 

令和４年３月３０日告示第７８号 

令和６年３月２８日告示第５３号 

令和７年３月２８日告示第４２号 

令和８年３月２６日告示第８６号 

 

上山市長 山 本 幸 靖 

 

 

   上山市中小企業人材養成事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市内の中小企業の技術力、開発力及び経営能力の強化を促進し、 

産業基盤の確立を図るため、中小企業者が従業員を研修機関等に派遣する場合及び新

技術導入等の研修を実施する場合において、予算の範囲内で交付する補助金に関し、

上山市補助金等の交付並びに適正化に関する規則（昭和３７年規則第１１号）に定め

るもののほか必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金交付の対象となる者は、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号） 

に定める中小企業者で、市内において製造業を営んでいるものとする。ただし、次条

第３号に規定する地域課題解決枠による事業の場合は、業種を問わない。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるいずれかの事業であること

とする。ただし、業務に就業する上で義務付けられている研修については、労働安全

衛生法（昭和４７年法律第５７号）第６１条に定める技能講習に限るものとする。 

（１） 一般枠 

財団法人山形県産業技術振興機構又は研修機関等が開催する業務上必要な技術又は

能力を習得するための研修（以下「研修」という。）に従業員を派遣する事業 

（２） オーダーメイド枠 



財団法人山形県産業技術振興機構又は研修機関等と連携し講師等を招いて従業員に

対する研修を実施する事業 

（３） 地域課題解決枠 

  中心市街地の賑わい創出、地域資源を活用した交流人口の拡大及び地域資源の組み

合わせによる地域産業の振興に関連した研修に職員を派遣する経費、又は市内事業所

へ講師等を招いて従業員に対する研修を実施する経費 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金交付の対象となる経費は、事業に要する経費（消費税及び地方消費税を

除く）のうち、直接研修に要すると認められるもので、前条に規定する事業に対応し

てそれぞれ次の各号に定めるところによる。 

 （１） 一般枠 

ア 受講料 

   イ 教材費 

   ウ その他市長が必要と認める経費 

 （２） オーダーメイド枠 

   ア 研修機関等から請求を受けた事業実施費 

   イ その他市長が必要と認める経費 

 （３） 地域課題解決枠 

ア 受講料 

   イ 教材費 

   ウ 研修機関等から請求を受けた事業実施費 

   エ その他市長が必要と認める経費 

２ 補助金の額は、前項各号に規定する経費に２分の１を乗じ、千円未満の金額を切り

捨てた額とし、１事業につき、１人当たりの上限額を３万円、かつ、年度ごとに１事

業者当たりの上限額を２０万円とする。 

 （補助金交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、研修の修了を証する書類が交付された日

から２週間以内又は交付された日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、上山

市中小企業人材養成事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に必要な書類

を添付して提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請書兼実績報告書を受理したときは、速やかに審査を行うも

のとし、適正と認めたときは、上山市中小企業人材養成事業補助金交付決定通知書兼

確定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（実績報告及び補助金の額の確定） 

第７条 規則第１４条の規定にかかわらず、補助対象事業の実績報告については、第５



条に規定する書類の提出を持って代えるものとする。 

２ 規則第１５条の規定にかかわらず、補助金の額の確定については、前条に規定する

通知を持って代えるものとする。 

 （決定の取り消し） 

第８条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全額もしくは一部の返還を命ずることができる。 

（１） この要綱に違反したとき。 

（２） 補助金の交付に関して付けた条件に違反したとき。 

（３） 事業実施の方法が不適当と認められたとき。 

 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、平成６年４月１日から適用する。 

附 則（平成１８年２月２７日告示第１１号） 

 この要綱は、公布の日から施行し、平成１７年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成２７年５月１２日告示第１０７号） 

 この要綱は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２８年３月２８日告示第６３号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２９年３月３１日告示第５３号） 

 この要綱は、公布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成３０年３月２９日告示第２７号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和２年３月３０日告示第６４号） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年３月３０日告示第７８号） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日告示第５３号） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月２８日告示第４２号） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月２７日告示第８６号） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


